
その１配偶者からの暴力相談等対応票

年 月 日 時 分～ 時 分受理日時

所属 ○○ 都道府県 □□ 警察署
取 扱 者

氏名

相談等の
□来室 □電話 □その他（ ）態 様

性 別 男 女氏名

（ ）被 害 者 生年月日 年 月 日 歳

※住所

性 別 男 女氏名

（ ）生年月日 年 月 日 歳
代 理 人

住所

被害者との関係 □父母 □兄弟姉妹 □弁護士
□その他（ ）

性 別 男 女氏名

生年月日 年 月 日（ 歳）

住所加 害 者

被害者との関係 □婚姻の届出をしている者

□事実上婚姻関係と同様の事情にある者

（ ）□離婚をした者又は婚姻が取り消された者 年 月 日

□事実上婚姻関係と同様の事情にあったが、事実上離婚し

たと同様の事情に入った者（ 年 月 日）

※ 一時避難先等閲覧されることが不適切な住所は記載しないこと。その場合は、生活の本拠としている地（住
民票の地等）を記載し （避難中）を付記すること。、
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その２

相 談 等 の 内 容

□相談（援助又は保護の要求を含む ） □被害届・告訴状受理種 別 。

（ 〔日・週・月・年〕前から被 害 歴 ）

（ 〔日・週・月・年〕に（ ）回被害頻度 ）

被害時期 年 月 日
被害場所 □被害者の住所 □加害者の住所※

□その他（ ）
どのように身体に対する暴力を受けたのか

被
症状（ ）
全治（ ）日・週・月
医師の診察の有無 □あり □なし 警察官 □現場臨場 □非臨場

被害時期 年 月 日

被害場所 □被害者の住所 □加害者の住所※害
□その他（ ）

どのように生命等に対する脅迫を受けたのか

警察官 □現場臨場 □非臨場状

被害時期 年 月 日
被害場所 □被害者の住所 □加害者の住所※

□その他（ ）
被害状況 □身体に対する暴力 □生命等に対する脅迫（複数選択可）

況

症状（ ）
全治（ ）日・週・月
医師の診察の有無 □あり □なし 警察官 □現場臨場 □非臨場

被 害 者 の 要 望 （ 複 数 選 択 可 ）

□刑事事件としての措置 □加害者に対する指導・警告
□警察本部等の援助措置

□被害を自ら防止するための措置の教示
□住所又は居所を知られないようにするための措置
□被害防止交渉に関する事項についての助言
□加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
□被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
□その他（ ）

□関係機関の紹介 □保護命令制度についての説明
□その他の要望（ ）

※ 被害場所の「加害者の住所」は、加害者住所と被害者住所が異なる場合に選択すること。
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その３

保護命令が必要と思われる被害者と同居している成年に達しない子の状況

氏名 性別 男 女
子

生年月日 年 月 日（ 歳）

氏名 性別 男 女
子

生年月日 年 月 日（ 歳）

上記の子に関する加害者の言動等

※ 加害者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っているときは、その状況を記載すること。
なお、上記以外に、同居している子に関して加害者と面会することを余儀なくされる事情を説明した場

合には、その概要を記載すること。

保護命令が必要と思われる被害者の親族等の状況

氏名 性別 男 女

□親族（続柄： ）
親族等

□親族以外

被害者との関係：

氏名 性別 男 女

□親族（続柄： ）
親族等

□親族以外

被害者との関係：

上記被害者の親族等に関する加害者の言動等

※ 加害者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っているときは、その状況を記載す
ること。

なお、上記以外に、親族等に関して加害者と面会することを余儀なくされる事情を説明した場合には、
その概要を記載すること。

※ 同居しているその成年に達しない子が３人以上いる場合又は親族等が３人以上いる場合は、別紙としてこの
様式を使用すること。



その４

その他被害者が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況

※ この欄には、上記各欄に記載していない事項で、特記すべき客観的事実があれば記載すること。
なお、再度の退去命令の申立てをしようとする被害者から、転居が困難である等の相談を受けた場合は、

当該相談の内容を簡潔に記載すること。

相談等に対して執った措置（複数選択可）

□被害届・告訴状の受理
□加害者に対する指導・警告の実施

（加害者の反応： ）
□警戒活動の実施 □防犯指導 □防犯機器等の貸出し
□警察本部長等の援助申出の受理

□被害を自ら防止するための措置の教示
□住所又は居所を知られないようにするための措置
□被害防止交渉に関する事項についての助言
□加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
□被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
□その他（ ）

□関係機関への連絡
□保護命令制度の説明
□その他の措置（ ）
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配偶者からの暴力相談等における「相談簿」の記載事項

１ 取扱者

所属、課・係、職名、氏名を記載すること。

２ 被害者住所

対応票に一時避難先等の現に居する地を記載しなかった場合に記載すること。

３ 電話番号

被害者、代理人、加害者の連絡先電話番号を記載すること。

４ 同伴者の人定事項

相談時に被害者に同伴していた者の住所、氏名、性別、生年月日、連絡先電話番号を

記載すること。

５ 被害届・告訴状の提出意思

被害届・告訴状の提出意思の有無及び提出の状況を記載すること。

６ 被害者の要望

被害者の要望に係る事項で対応票に記載していないが 事後の対応等に必要な事項 被、 （

害者が紹介を要望する関係機関の名称等）を記載すること。

７ 子に対する面接交渉権に関する事項

申立てに係る子の面接交渉権の有無等について聴取し、その後確認した状況を記載す

ること。

８ 児童虐待に関する事項

子に対する児童虐待又はそのおそれの有無、その状況について記載すること（児童虐

待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）において、児童が同居する家庭におけ

る配偶者からの暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことは児童虐

待に当たるとされている 。。）

９ 被害者の親族等に関する事項

申立てに係る被害者の親族等の住所、生年月日、連絡先電話番号を記載すること。

10 援助の実施に係る事項

援助の申出を相当と認めるか否かの判断、相当と認めなかったときの理由、申出人へ

の説明状況、申出人が求めた援助の内容、実際に講じた措置及び教示した内容等援助の

実施に係る事項について記載すること。

11 処理結果

部内引継ぎに係る引継先、刑罰法令等適用による事件化の状況、その他の参考事項を

記載すること。

12 指示事項

処理に対する幹部の指示事項を記載すること。

13 裁判所からの照会関係

裁判所名及び当該裁判所からの照会年月日時、当該裁判所への回答年月日時を記載す

ること。



14 配偶者暴力相談支援センターとの連携

対応票に係る配偶者からの暴力事案について保護命令が発出された場合、当該保護命

令が裁判所から配偶者暴力相談支援センターへ通知された否か、通知された場合の連携

状況等を記載すること。

15 対応経過

初回相談受理後に警察職員から被害者に対し連絡を取ったときの状況を記載すること。


